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規  則 

埼玉県公安委員会の保有する個人情報の保護等に関する規則の一部を改正する規則をここに 

公布する。 

 平成27年２月27日 

                    埼玉県公安委員会委員長 山 本 正 士 

埼玉県公安委員会規則第２号 

   埼玉県公安委員会の保有する個人情報の保護等に関する規則の一部を改正する規則 

埼玉県公安委員会の保有する個人情報の保護等に関する規則（平成18年埼玉県公安委員会規

則第２号）の一部を次のように改正する。 

第10条第１項第１号ア中「別記様式第30号」を「別記様式第29号」に改める。 

  附 則 

この規則は、平成27年３月１日から施行する。 

 



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、

定
款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
並
び
に
当
該
定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度

及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
活
動
予
算
書
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、

県
民
生
活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方

法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http:/

/www.saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
七
年
二
月
十
八
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
愛
生 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 

田
井 

寿
美
江 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
越
谷
市
大
字
平
方
四
十
四
番
地
十
四 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
あ
ら
ゆ
る
障
害
を
持
つ
人
と
高
齢
者
に
対
し
、
地
域
に
根
ざ
し
た
生
活
を
快

適
に
過
ご
し
、
安
心
し
て
豊
か
な
暮
ら
し
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
新
し
い
福
祉
シ
ス
テ
ム
の
構

築
を
す
る
事
業
を
行
い
、
社
会
全
体
の
利
益
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

埼
玉
県
告
示
第
百
六
十
三
号



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、

定
款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生

活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
県
央
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び

に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.s

aitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
七
年
二
月
十
九
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ス
マ
イ
ル
ハ
ウ
ス 

三 

代
表
者
の
氏
名 

平
井 

一
光 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
上
尾
市
須
ケ
谷
一
丁
目
八
十
七
番
地
一 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
障
害
者
や
高
齢
者
に
対
し
て
、
住
み
慣
れ
た
環
境
で
、
自
立
し
た
生
活
を
営

む
た
め
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
い
、
地
域
と
社
会
の
福
祉
の
増
進

を
図
り
、
誰
も
が
健
や
か
に
暮
ら
す
こ
と
の
で
き
る
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
百
六
十
四
号



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
活
動
予
算
書
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、
県

民
生
活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
川
越
比
企
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く

方
法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http

://www.saitamaken-npo.net/
）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
三
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人 

ワ
ン
ツ
ー
は
あ
と 

三 

代
表
者
の
氏
名 

前
田 

八
重
子 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
川
越
市
稲
荷
町
二
十
二
番
地
十
四 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
知
的
障
が
い
者
及
び
高
齢
者
等
に
対
し
、
体
操
指
導
な
ど
の
支
援
事
業
を
行

い
、
体
操
を
す
る
機
会
と
楽
し
さ
を
届
け
る
こ
と
に
よ
り
、
健
康
寿
命
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
百
六
十
五
号



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、

定
款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
及
び
役
員
名
簿
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二

月
間
、
県
民
生
活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
南
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備

え
置
く
方
法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

（http://www.saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
七
年
二
月
十
九
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

（
変
更
前
）
特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｌ
ｏ
ｖ
ｅ 

ａ
ｎ
ｄ 
Ｐ
ｅ
ａ
ｃ
ｅ 

Ｃ
ｏ
ｍ
ｍ
ｕ
ｎ

ｉ
ｔ
ｙ 

（
変
更
後
）
特
定
非
営
利
活
動
法
人
つ
む
ぢ
ゅ
ら
さ
ん 

三 

代
表
者
の
氏
名 

安 

里 

奈
保
見 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

（
変
更
前
）
東
京
都
中
野
区
中
野
三
丁
目
二
十
八
番
二
十
一
号 

（
変
更
後
）
埼
玉
県
朝
霞
市
溝
沼
二
丁
目
五
番
十
二
号
デ
ィ
ア
ス
テ
ー
ジ
Ａ
２
０
１ 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
貧
困
、
差
別
、
自
然
災
害
等
に
苦
し
む
社
会
的
弱
者
に
対
し
て
、
チ
ャ
リ
テ

ィ
ー
イ
ベ
ン
ト
等
を
通
じ
て
寄
せ
ら
れ
た
募
金
、
義
援
金
等
に
よ
る
各
種
支
援
に
関
す
る
事
業

を
行
い
、
愛
と
平
和
に
満
ち
た
世
界
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
百
六
十
六
号



告 
 

示 

 
 

 
戸
田
市
か
ら
戸
田
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の

で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
自
然
課
に
お

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

埼
玉
県
告
示
第
百
六
十
七
号



告 
 

示 

 
 

 
越
谷
市
か
ら
越
谷
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の

で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
自
然
課
に
お

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

       

埼
玉
県
告
示
第
百
六
十
八
号



告 
 

示 

 
 

 
和
光
市
か
ら
和
光
都
市
計
画
特
別
緑
地
保
全
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け

た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
自
然
課

に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

       

埼
玉
県
告
示
第
百
六
十
九
号



告 
 

示 

 
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
等
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住

帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律

第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
居
宅
介
護
等
を
担
当
す
る
機
関
と
し
て
、

次
の
者
を
指
定
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

   

埼
玉
県
告
示
第
百
七
十
号



  

ヒ
ロ
薬
局 

志

木
店 

う
け
が
わ
歯
科 

田
中
歯
科
診
療

所 シ
ル
バ
ー
タ
ウ

ン 

あ
か
つ
き 

グ
ル
ー
プ
ホ
ー

ム
の
ぞ
み 

多
機
能
ホ
ー
ム

の
ぞ
み 

あ
げ
お
在
宅
医

療
ク
リ
ニ
ッ
ク 

名
称 

志
木
市
上
宗
岡

五
ー
一
八
ー
七 

川
口
市
川
口
四

ー
一
一
ー
八

大
野
ビ
ル
一
Ｆ 

草
加
市
松
原
四

ー
四
ー
六 

大
里
郡
寄
居
町

鉢
形
三
一
七
九

ー
二 

上
尾
市
小
敷
谷

七
一
六
ー
一 

上
尾
市
小
敷
谷

七
一
六
ー
一 

上
尾
市
上
二
〇

ー
八 所

在
地 

株
式
会
社
フ
ァ

ー
マ
み
ら
い 

医
療
法
人
デ
ン

タ
ル
ア
ド
バ
ン

ス 石
塚 

ひ
ろ
み 

有
限
会
社
相
模

テ
ク
ノ 

株
式
会
社
ジ
ャ

パ
ン
エ
ク
シ
ー

ド 株
式
会
社
ジ
ャ

パ
ン
エ
ク
シ
ー

ド 宮
内 

邦
浩 

開
設
者
名 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

定
期
巡
回
・
随
時
対
応

型
訪
問
介
護
看
護 

介
護
予
防
認
知
症
対

応
型
共
同
生
活
介
護 

認
知
症
対
応
型
共
同

生
活
介
護 

介
護
予
防
小
規
模
多

機
能
型
居
宅
介
護 

小
規
模
多
機
能
型
居

宅
介
護 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

平
成
二
十
七
年
二
月

一
日 

平
成
二
十
六
年
十
月

一
日 

平
成
二
十
六
年
十
一

月
一
日 

平
成
二
十
六
年
十
二

月
一
日 

平
成
二
十
七
年
一
月

一
日 

平
成
二
十
七
年
一
月

一
日 

平
成
二
十
六
年
七
月

一
日 指

定
年
月
日 



  

か
し
わ
ざ
中
央

薬
局 

上
尾
市
柏
座
一

ー
一
〇
ー
一
三 

株
式
会
社
エ
ー

プ
ラ
ン 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

平
成
二
十
六
年
十
月

一
日 



告 
 

示 

 
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
中
国
残

留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の

自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」

と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
（
同
条
第
二
項
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第

十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
介
護
機
関
を
含
む
。）か
ら
、

次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

 

埼
玉
県
告
示
第
百
七
十
一
号



  

居
宅
介
護
支
援
事

業
所
さ
く
ら 

さ
く
ら
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
セ
ン
タ
ー 

春
日
部
市
第
六
地

域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー 

居
宅
介
護
支
援
事

業
所
サ
カ
モ
ト 

医
療
法
人
社
団
協

友
会 

メ
デ
ィ
カ

ル
ト
ピ
ア
草
加
病

院 リ
ハ
プ
ラ
イ
ド
越

谷 

名
称 

所
在
地 

所
在
地 

所
在
地 

所
在
地 

名
称 

名
称 

変
更
事

項 

春
日
部
市
大
場
八
七

二
ー
九
中
村
不
動
産

ビ
ル
一
階 

春
日
部
市
大
場
八
七

二
ー
九
中
村
不
動
産

ビ
ル
一
階 

春
日
部
市
大
枝
三
五

二
ー
三
山
口
マ
ン
シ

ョ
ン
一
〇
二 

川
口
市
芝
下
一
ー
九

ー
一
六 

医
療
法
人
福
寿
会

メ
デ
ィ
カ
ル
ト
ピ
ア

草
加
病
院 

レ
ッ
ツ
倶
楽
部
越
谷

変
更
前 

春
日
部
市
大
場
七

四
八
ー
一 

春
日
部
市
大
場
七

四
八
ー
一 

春
日
部
市
大
枝
八

九
武
里
団
地
三
ー

二
三
ー
一
〇
一 

川
口
市
芝
下
二
ー

一
八
ー
二
一
ー
一

〇
二
ユ
タ
カ
ハ
イ

ム 医
療
法
人
社
団
協

友
会
メ
デ
ィ
カ
ル

ト
ピ
ア
草
加
病
院 

リ
ハ
プ
ラ
イ
ド
越

谷 

変
更
後 

居
宅
介
護
支
援 

通
所
介
護 

介
護
予
防
通
所
介
護 

介
護
予
防
支
援 

居
宅
介
護
支
援 

介
護
予
防
居
宅
療
養
管

理
指
導 

訪
問
看
護 

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

ョ
ン 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

介
護
予
防
訪
問
看
護 

介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン 

通
所
介
護 

介
護
予
防
通
所
介
護 

機
関
種
別
名 



  

福
祉
用
具
さ
く
ら 

さ
く
ら
ケ
ア
セ
ン

タ
ー 

所
在
地 

所
在
地 

春
日
部
市
大
場
八
七

二
ー
九
中
村
不
動
産

ビ
ル
一
階 

春
日
部
市
大
場
八
七

二
ー
九
中
村
不
動
産

ビ
ル
一
階 

春
日
部
市
大
場
七

四
八
ー
一 

春
日
部
市
大
場
七

四
八
ー
一 

福
祉
用
具
貸
与 

介
護
予
防
福
祉
用
具

貸
与 

特
定
福
祉
用
具
販
売 

特
定
介
護
予
防
福
祉

用
具
販
売 

訪
問
介
護 

介
護
予
防
訪
問
介
護 



告 
 

示 

 
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
中
国
残

留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の

自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」

と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
（
同
条
第
二
項
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第

十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
介
護
機
関
を
含
む
。）か
ら
、

次
の
と
お
り
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

 
 埼

玉
県
告
示
第
百
七
十
二
号



  

エ
タ
ー
ナ
ル
デ
イ
サ

ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
泉

台 エ
タ
ー
ナ
ル
ケ
ア
泉

台
ス
テ
ー
シ
ョ
ン 

久
喜
市
社
協
く
り
は

し
デ
イ
サ
ー
ビ
ス 

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ

ョ
ン 

シ
ル
バ
ー
ラ

イ
フ
川
口 

園
田
歯
科
医
院 

元
気
ク
リ
ニ
ッ
ク
上

福
岡 

医
療
法
人
社
団
協
友

会 

埼
玉
回
生
病
院 

名
称 

上
尾
市
泉
台
三
ー
二
一
ー

三 上
尾
市
泉
台
三
ー
二
二
ー

七 

Ｐ
Ａ
Ｒ
Ｋ 

Ｈ
Ｉ
Ｌ

Ｌ
Ｓ
Ⅱ
棟
一
〇
一
号
室 

久
喜
市
間
鎌
二
五
五
ー
一

(

健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
「
く

り
む
」
内
） 

川
口
市
南
鳩
ヶ
谷
五
ー
三

三
ー
一
八 

ア
ー
バ
ン
ヒ

ル
ズ
三
〇
六 

八
潮
市
大
瀬
字
根
通
四
一

〇
ー
三 

ふ
じ
み
野
市
上
福
岡
一
ー

一
四
ー
四
六 

中
商
ビ
ル

一
階 

八
潮
市
大
原
四
五
五 

所
在
地 

介
護
予
防
通
所
介
護 

通
所
介
護 

介
護
予
防
訪
問
介
護 

訪
問
介
護 

介
護
予
防
通
所
介
護 

通
所
介
護 

介
護
予
防
訪
問
看
護 

訪
問
看
護 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

介
護
予
防
短
期
入
所

療
養
介
護 

介
護
療
養
型
医
療
施

設 短
期
入
所
療
養
介
護 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

平
成
二
十
七
年
一
月

三
十
一
日 

平
成
二
十
七
年
一
月

三
十
一
日 

平
成
二
十
七
年
三
月

三
十
一
日 

平
成
二
十
七
年
二
月

二
十
八
日 

平
成
二
十
七
年
一
月

十
九
日 

平
成
二
十
七
年
一
月

六
日 

平
成
二
十
六
年
十
二

月
三
十
一
日 

廃
止
年
月
日 



告 
 

示 

 
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
医
療
扶
助
並
び
に
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し

た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十

号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
及
び

第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関
又
は

施
術
を
担
当
す
る
施
術
機
関
と
し
て
、
次
の
者
を
指
定
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司
上
上

埼
玉
県
告
示
第
百
七
十
三
号



一 

指
定
医
療
機
関 

 

だ
い
ご
歯
科
ク
リ
ニ

ッ
ク 

ウ
エ
ル
歯
科
ク
リ
ニ

ッ
ク 

久
喜
在
宅
ク
リ
ニ
ッ

ク 滝
口
皮
フ
科 

日
本
在
宅
ク
リ
ニ
ッ

ク 

埼
玉
西
診
療
所 

医
療
法
人
社
団 

友

健
会 

元
気
ク
リ
ニ

ッ
ク 

上
福
岡 

川
口
さ
く
ら
病
院 

し
ら
さ
き
眼
科
医
院 

名
称 

医
療
法
人 

Ｗ
ｉ

ｎ
ー
Ｗ
ｉ
ｎ 

木
村 

功 

熊
懐 

真
吾 

瀧
口 

光
次
郎 

澤
口 

博 

医

療

法

人

社

団

友
健
会 

医

療

法

人

社

団

桐
和
会 

白
﨑 

慎
英 

開
設
者 

戸
田
市
本
町
五
ー
一
三
ー

二
六 

江
口
戸
田
公
園
ビ

ル
二
Ｆ 

春
日
部
市
藤
塚
一
〇
五
三

ー
五 

久
喜
市
久
喜
北
一
ー
一
二

ー
一
〇 

越
谷
市
蒲
生
三
ー
一
ー
三

〇 比
企
郡
川
島
町
下
伊
草
一

五
五
ー
一
四 

ふ
じ
み
野
市
上
福
岡
一
ー

一
四
ー
四
六 

中
商
ビ
ル

一
階 

川
口
市
神
戸
二
五
八
ー
一 

北
足
立
郡
伊
奈
町
大
針
八

四
七
ー
一 

所
在
地 

平
成
二
十
七
年
一
月
一

日 平
成
二
十
六
年
十
一
月

一
日 

平
成
二
十
七
年
二
月
一

日 平
成
二
十
七
年
一
月
二

十
六
日 

平
成
二
十
七
年
一
月
五

日 平
成
二
十
七
年
一
月
七

日 平
成
二
十
六
年
十
二
月

一
日 

平
成
二
十
七
年
二
月
十

四
日 

指
定
年
月
日 



 

シ
マ
ズ
薬
局 

武

里
店 

あ
お
ぞ
ら
訪
問
薬

局 芙
蓉
堂
薬
局 

蓮

田
西
口
店 

ウ
エ
ル
シ
ア
薬
局

坂
戸
南
町
店 

彩
実
薬
局 

ド
ミ
歯
科
ク
リ
ニ

ッ
ク 

ス
ギ
ナ
ミ
歯
科 

医

療

法

人

社

団

悠
天
会 

せ
ん
げ

ん
台
木
村
歯
科
医

院 こ
ば
や
し
歯
科
医

院 な
が
さ
き
歯
科 

モ
ア
ナ
歯
科
ク
リ

ニ
ッ
ク 

合
同
会
社 

シ
マ

ズ
フ
ァ
ル
マ 

株
式
会
社 

あ
お

ぞ
ら 

有
限
会
社 

芙
蓉

堂
薬
局 

ウ
エ
ル
シ
ア
薬
局

株
式
会
社 

株
式
会
社 

ア
ル

ピ
ニ
ス
ト 

西
田 

義
昭 

都 

章
煥 

医

療

法

人

社

団

悠
天
会 

小
林 
正
道 

医
療
法
人 

眞
歯

会 医
療
法
人 

奉
優

会 

春
日
部
市
増
田
新
田
三
九

一
ー
二
四 

久
喜
市
久
喜
北
一
ー
一
二

ー
一
〇 

蓮
田
市
上
二
ー
二
ー
四 

坂
戸
市
南
町
五
ー
一
二 

越
谷
市
蒲
生
三
ー
一
ー
三

〇 鶴
ヶ
島
市
五
味
ケ
谷
二
〇

二
ー
二
五 

川
口
市
並
木
三
ー
八
ー
八

ド
ル
チ
ェ
オ
ク
ミ
一
Ｆ 

越
谷
市
千
間
台
東
二
ー
一

四
ー
一
七 

草
加
市
西
町
五
二
〇
ー
四 

比
企
郡
嵐
山
町
大
字
菅
谷

二
四
九
ー
六
二 

川
口
市
戸
塚
三
ー
三
五
ー

一
八 

第
二
新
幸
ビ
ル
一

階 

平
成
二
十
七
年
一
月
一

日 平
成
二
十
七
年
二
月
一

日 平
成
二
十
七
年
一
月
一

日 平
成
二
十
六
年
十
二
月

十
八
日 

平
成
二
十
七
年
一
月
二

十
六
日 

平
成
二
十
六
年
十
月
一

日 平
成
二
十
七
年
一
月
一

日 平
成
二
十
七
年
一
月
二

十
八
日 

平
成
二
十
七
年
二
月
一

日 平
成
二
十
七
年
一
月
一

日 平
成
二
十
六
年
十
二
月

一
日 



             

ラ
イ
フ
ケ
ア
訪
問
看

護
リ
ハ
ビ
リ
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
ふ
じ
み 

 

ウ
ェ
ル
ケ
ア
訪
問
看

護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン 

お
お
は
し
薬
局 

本

町
店 

ぐ
り
む
薬
局 

ま
ご
こ
ろ
薬
局 

幸
房
薬
局 

株
式
会
社 

ジ
ャ

パ
ン
コ
ー
ポ
レ
ー

シ
ョ
ン 

株
式
会
社 

ウ
ェ

ル
オ
フ 

株
式
会
社 
Ａ
Ｋ

Ｏ 株
式
会
社 

本
木

薬
局 

 

株
式
会
社 

Ｈ
ａ

ｎ
ｄ
ｓ
ー
Ｍ 

株
式
会
社 

大
和

桜
ヶ
丘
薬
局 

富
士
見
市
西
み
ず
ほ
台

一
ー
一
ー
三 

東
武
み

ず
ほ
台
サ
ン
ラ
イ
ト
マ

ン
シ
ョ
ン 

も
み
の
木

一
一
二 

越
谷
市
東
越
谷
二
ー
一

ー
四 

会
田
コ
ー
ポ
一

号
棟
三
階
三
Ｄ 

鴻
巣
市
本
町
二
ー
一
ー

八 東
松
山
市
松
葉
町
一
ー

一
ー
三
九 

三
郷
市
上
彦
名
四
六
七 

三
郷
市
中
央
四
ー
二
九

ー
一 

平
成
二
十
七
年
二
月
一
日 

平
成
二
十
六
年
十
二
月
一

日 平
成
二
十
七
年
一
月
一
日 

平
成
二
十
七
年
一
月
一
日 

平
成
二
十
七
年
一
月
一
日 

平
成
二
十
七
年
一
月
十
一

日 



 

二 

指
定
施
術
機
関 

 

鳥
居 

瑞
希 

山
本 

哲
也 

渡
邉 

和
広 

小
林 

洋
貴 

向
井 

政
喜 

島
嵜 

俊
男 

矢
嶋 

秀
章 

金
子 

太
樹 

土
谷 

尚
史 

氏
名 

         
住
所 

中
央
在
宅
マ
ッ
サ

ー
ジ 

ほ
ね
つ
ぎ
ふ
じ
み

野
は
り
き
ゅ
う
接

骨
院 

ひ
ま
わ
り
整
骨
院 

桶
川
べ
に
ば
な
接

骨
院 

か
み
し
ば
接
骨
院 

Ｋ
Ｕ
Ｍ
Ａ
Ｇ
Ａ
Ｙ

Ａ あ
い
鍼
灸
接
骨
院 

矢
嶋
接
骨
院 

く
ま
さ
ん
の
整
骨

院 モ
ア
整
骨
院 

名
称 

所
沢
市
東
所
沢
一
ー

三
ー
一 

並
木
ビ
ル

三
〇
一 

ふ
じ
み
野
市
鶴
ケ
舞

三
ー
五
ー
一
四 

朝
霞
市
溝
沼
一
ー
二

ー
二
三 

桶
川
市
泉
一
ー
一
三

ー
八 

熊
谷
市
肥
塚
四
ー
一

六
七 

秩
父
市
永
田
町
九
ー

一
二 

川
口
市
中
青
木
二
ー

六
ー
二
二 

コ
ー
ポ

佐
野
一
階 

蕨
市
塚
越
一
ー
一
八

ー
六 

吉
川
市
保
一
ー
四
ー

一
二 

所
在
地 

平
成
二
十
七
年
一
月

一
日 

平
成
二
十
七
年
二
月

一
日 

平
成
二
十
六
年
七
月

一
日 

平
成
二
十
七
年
二
月

一
日 

平
成
二
十
七
年
二
月

一
日 

平
成
二
十
七
年
一
月

十
五
日 

平
成
二
十
七
年
二
月

一
日 

平
成
二
十
七
年
一
月

二
十
一
日 

平
成
二
十
七
年
一
月

二
十
五
日 

指
定
年
月
日 



  

  

遠
山 

勇
太 

秋
山 

恵
美 

座
間
味 

宏
貢

佐
藤 

宗
也 

石
関 

武 

横
濱 
雅
之 

      

は
っ
と
り
は
り
・
き

ゅ
う
接
骨
院
（
上
落

合
院
） 

ハ
ー
ト
フ
ル
鍼
灸

マ

ッ

サ

ー

ジ

院

熊
谷 

モ
ア
整
骨
院 

株
式
会
社 
リ
カ

バ
リ
ー 

草
加
営

業
所 

訪
問
マ
ッ
サ
ー
ジ

ま
つ
の
き 

マ
ッ
サ
ー
ジ
治
療

院
ぷ
ら
い
む 

大

宮
店 

さ
い
た
ま
市
中
央
区

上
落
合
三
ー
一
〇
ー

二
ー
一
〇
一 

熊
谷
市
中
央
二
ー
四

五
ー
一
〇
三 

吉
川
市
保
一
ー
四
ー

一
二 

草
加
市
氷
川
町
二
一

三
七
ー
八
ー
一
〇
二 

草
加
市
吉
町
三
ー
六

ー
一
七 

サ
ン
ハ
イ

ム
Ⅰ 

一
〇
一
号 

 

さ
い
た
ま
市
大
宮
区

大
成
町
一
ー
四
七
〇 

平
成
二
十
七
年
二
月

一
日 

平
成
二
十
七
年
二
月

一
日 

平
成
二
十
七
年
一
月

二
十
五
日 

平
成
二
十
七
年
一
月

五
日 

平
成
二
十
七
年
一
月

十
九
日 

平
成
二
十
七
年
二
月

一
日 



告 
 

示 

 
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項

並
び
に
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び

特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に

お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
又
は
指
定
施
術
機
関
か
ら
、
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
七
日 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

指
定
医
療
機
関 

    

プ
ラ
ザ
薬
局 

ツ
カ
サ
薬
局 

千
間

台
店 

医
療
法
人
社
団 

愛

友
会 

上
尾
中
央
腎

ク
リ
ニ
ッ
ク 

 

 
 

 
 

医
療
法
人
社
団 

愛

友
会 

上
尾
甦
生
病

院 医
療
法
人
社
団 

協

友
会 

３
６
５
ク
リ

ニ
ッ
ク 

名
称 

名
称 

名
称 

名
称 

名
称 

名
称 

変
更
事
項 

に
こ
に
こ
薬
局 

メ
ー
プ
ル
薬
局 

医
療
法
人 

一
心
会 

上

尾
中
央
腎
ク
リ
ニ
ッ
ク 

医
療
法
人 

一
心
会 

上

尾
甦
生
病
院 

医
療
法
人 
福
寿
会 

３

６
５
ク
リ
ニ
ッ
ク 

変
更
前 

プ
ラ
ザ
薬
局 

ツ
カ
サ
薬
局 

千
間
台
店 

医
療
法
人
社
団 
愛
友
会 

上
尾
中
央
腎
ク
リ
ニ
ッ
ク 

医
療
法
人
社
団 

愛
友
会 

上
尾
甦
生
病
院 

医
療
法
人
社
団 

協
友
会 

３
６
５
ク
リ
ニ
ッ
ク 

変
更
後 

埼
玉
県
告
示
第
百
七
十
四
号



 

二 
 

指
定
施
術
機
関 

 

長
登 

敏
朗 

氏 
名 

施
術
所
住
所 

施
術
所
名
称 

変
更
事
項 

東
松
山
市
元
宿
一
ー
二
六

ー
一
三
ー
一
〇
二 

莉
薬
整
骨
院 

変
更
前 

比
企
郡
嵐
山
町
む
さ
し
台

一
―
二
九
ー
一
六 

至
誠
堂
接
骨
院 

変
更
後 



告 
 

示 

 
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の

円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援

に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の

と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
か
ら
、
次
の
と
お
り
辞
退
の

届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

指
定
医
療
機
関 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     

小
島
小
児
科
医
院 

エ
レ
ナ
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク 

名 

称 

春
日
部
市
備
後
東
三
ー
一

一
ー
五 

入
間
市
下
藤
沢
六
三
四
ー

一 所
在
地 

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日 

平
成
二
十
六
年
七
月
三
十

一
日 

辞
退
年
月
日 

埼
玉
県
告
示
第
百
七
十
五
号



告 
 

示 

 
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項

並
び
に
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び

特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に

お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
又
は
指
定
施
術
機
関
か
ら
、
次
の
と
お
り
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
告
示
第
百
七
十
六
号



一 

指
定
医
療
機
関 

  

な
が
さ
き
歯
科 

ぐ
り
む
薬
局 

シ
マ
ズ
薬
局 

武
里
店 

ア
イ
ン
薬
局 

川
口
栄

町
店 

お
お
は
し
薬
局 

本
町

店 幸
房
薬
局 

か
し
わ
ざ
薬
局 

医
療
法
人 

皓
歯
会

白
岡
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
歯

科 元
気
ク
リ
ニ
ッ
ク 

上

福
岡 

名
称 

比
企
郡
嵐
山
町
菅
谷
二
四

九
ー
六
二 

東
松
山
市
松
葉
町
一
ー
一

ー
三
九 

春
日
部
市
増
田
新
田
三
九

一
ー
二
三 

川
口
市
栄
町
一
ー
一
八
ー

一
〇 

鴻
巣
市
本
町
二
ー
一
ー
八 

三
郷
市
幸
房
七
四
三
ー
三 

上
尾
市
柏
座
一
ー
一
〇
ー

三 白
岡
市
新
白
岡
三
ー
四
一

ル
ネ
・
グ
ラ
ン
ガ
ー
デ
ン

店
舗
棟
二
Ｆ
ー
八 

ふ
じ
み
野
市
上
福
岡
一
ー

一
四
ー
四
六 

中
商
ビ
ル

一
階 

所
在
地 

平
成
二
十
六
年
十
二
月
三

十
一
日 

平
成
二
十
六
年
十
二
月
三

十
一
日 

平
成
二
十
六
年
十
二
月
三

十
一
日 

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十

八
日 

平
成
二
十
六
年
十
二
月
三

十
一
日 

平
成
二
十
七
年
一
月
十
日 

平
成
二
十
七
年
一
月
三
十

一
日 

平
成
二
十
七
年
一
月
三
十

一
日 

平
成
二
十
七
年
一
月
六
日 

廃
止
年
月
日 



                 

           

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン 

シ
ル
バ
ー
ラ
イ
フ

川
口 

ス
ギ
訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン 

所
沢
航
空
公

園 兼
子
歯
科
医
院 

ウ
エ
ル
歯
科
ク
リ
ニ
ッ

ク モ
ア
ナ
歯
科
ク
リ
ニ
ッ

ク だ
い
ご
歯
科
ク
リ
ニ
ッ

ク 

川
口
市
南
鳩
ヶ
谷
五
ー
三

三
ー
一
八 

所
沢
市
並
木
三
ー
一
ー
六

ー
一
〇
一 

所
沢
市
山
口
字
城
上
一
六

〇
〇
ー
一 

春
日
部
市
藤
塚
一
〇
五
三

ー
五 

川
口
市
戸
塚
三
ー
三
五
ー

一
八 

第
二
新
幸
ビ
ル
一

Ｆ 戸
田
市
本
町
五
ー
一
三
ー

二
六 

江
口
戸
田
公
園
ビ

ル
二
Ｆ 

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十

八
日 

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十

八
日 

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二

十
日 

平
成
二
十
六
年
十
月
三
十

一
日 

平
成
二
十
六
年
十
一
月
三

十
日 

平
成
二
十
六
年
十
二
月
三

十
一
日 



  
二 
指
定
施
術
機
関 

 

   

 

内
田 

幸
佑 

氏
名 

 

住 

所 

ふ
く
わ
ら
い
マ
ッ

サ
ー
ジ 

名
称 

施
術
所 

東
京
都
西
東
京
市
田

無
町
四
ー
二
八
ー
一

三 

お
ん
べ
ビ
ル
三

Ｆ 所
在
地 

平
成
二
十
六
年
十
二
月

三
十
一
日 

廃
止
年
月
日 



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

セ
キ
チ
ュ
ー
東
松
山
高
坂
店 

 
 

 

埼
玉
県
東
松
山
市
あ
ず
ま
町
四
丁
目
一
番
一
号 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
セ
キ
チ
ュ
ー 

代
表
取
締
役 

関
口
忠 

 
 

 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
セ
キ
チ
ュ
ー 

代
表
取
締
役 
関
口
忠
弘 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
セ
キ
チ
ュ
ー 

代
表
取
締
役 

関
口
忠 

 
 

 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
セ
キ
チ
ュ
ー 

代
表
取
締
役 

関
口
忠
弘 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
の
所
在
地 

（
変
更
前
）
埼
玉
県
東
松
山
市
東
松
山
都
市
計
画
事
業
高
坂
駅
東
口
第
二
特
定
土
地
区
画 

 
 

 
 

 

整
理
事
業
地
内
二
十
四
―
一
街
区 

 
 

 

（
変
更
後
）
埼
玉
県
東
松
山
市
あ
ず
ま
町
四
丁
目
一
番
一
号 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
六
年
五
月
十
四
日 

外 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
七
年
二
月
十
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
六
月
二
十
七
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
川
越
比
企
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
東
松
山
事
務
所 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

埼
玉
県
告
示
第
百
七
十
七
号



 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
六
月
二
十
七
日
ま
で 

 

ロ 
意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

セ
キ
チ
ュ
ー
東
松
山
高
坂
店 

 
 

 

埼
玉
県
東
松
山
市
あ
ず
ま
町
四
丁
目
一
番
一
号 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

（
変
更
前
）
位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

四
七
八
台 

（
変
更
後
）
位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

二
五
六
台 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
七
年
十
月
十
一
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
七
年
二
月
十
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
六
月
二
十
七
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
川
越
比
企
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
東
松
山
事
務
所 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
六
月
二
十
七
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

埼
玉
県
告
示
第
百
七
十
八
号



告 
 

示 

  
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
七

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
か
ら
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出

が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

                           

社
会
福
祉
法
人

親
愛
会 

名 
 

称 

所
在
地
の
名
称

及
び
地
番 

変
更
事
項 

埼
玉
県
川
越
市

大
字
今
福
二
千

八
百
九
十
六
番

地
四 

 

変 

更 

前 

埼
玉
県
川
越
市

中
台
二
丁
目
十

七
番
地
十
五 

変 

更 

後 

平
成
二
十
七

年
三
月
九
日 

変
更
年
月
日 

 

埼
玉
県
告
示
第
百
七
十
九
号



告 
 

示 

  
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る
保
安
林
の
所
有
者
の
う
ち
次
の
者
の
所
在
が
不
分
明
で

あ
る
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
通
知
の
内
容
を
小
鹿
野
町
役
場
に
掲
示

し
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

所
在
が
不
分
明
な
者
の
氏
名
又
は
名
称 

 
 

新
井
み

、
市
川
新
藏
、
市
川
森
吉
、
猪
久
保
君
惠
、
猪
久
保
安
藏
、
猪
俣
小
六
、
猪
俣
晋

七
、
大
久
保
角
太
郎
、
大
久
保
仙
藏
、
大
久
保
松
四
郎
、
大
橋
美
恵
子
、
神
田
鍋
吉
、
神
田
鍋

次
郎
、
久
保
磯
吉
、
久
保
馬
吉
、
久
保
栄
一
、
久
保
己
之
助
、
久
保
勘
治
、
久
保
吉
藏
、
久
保

兼
藏
、
久
保
源
作
、
久
保
十
七
次
郎
、
久
保
四
郎
次
、
久
保
曽
作
、
久
保
千
代
吉
、
久
保
平
吉
、

久
保
峰
六
、
久
保
和
太
郎
、
久
保
粂
七
、
黒
澤
玉
三
郎
、
黒
沢
武
平
、
黒
澤
松
之
助
、
髙
𣘺
卯

三
郎
、
髙
𣘺
島
吉
、
髙
𣘺
元
七
、
髙
𣘺
与
七
、
佐
々
木
儷
子
、
多
比
良
伊
之
蔵
、
多
比
良
丑
吉
、

多
比
良
丑
藏
、
多
比
良
久
作
、
多
比
良
潔
、
多
比
良
き
ん
、
多
比
良
金
治
、
多
比
良
定
八
、
多

比
良
乄
吉
、
多
比
良
十
吉
、
多
比
良
常
太
郞
、
多
比
良
新
藏
、
多
比
良
照
吉
、
多
比
良
春
吉
、

多
比
良
半
四
郎
、
多
比
良
福
太
郎
、
千
島
伊
之
吉
、
千
島
伊
八
、
松
本
朝
吉
、
松
本
仲
次
郎
、

松
本
政
次
郎
、
松
本
由
藏
、
髙
𣘺
清
次
郎
、
柴
﨑
英
雄 

二 

通
知
の
要
旨 

 

イ 

農
林
水
産
大
臣
か
ら
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ

た
こ
と
。 

 

ロ 

変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
平
成
二

十
七
年
一
月
二
十
三
日
付
埼
玉
県
告
示
第
四
十
六
号
（
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
の
変
更
予

定
に
つ
い
て
）
に
よ
る
こ
と
。 

埼
玉
県
告
示
第
百
八
十
号



告 
 

示 

 
 

 
平
成
二
十
三
年
埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
八
十
四
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
・
出

来
形
確
認
測
量
原
図
作
成
）
は
、
平
成
二
十
六
年
二
月
四
日
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る

本
庄
市
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九

条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
百
八
十
一
号



告 
 

示 

 
 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
杉
戸
町
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た

の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

杉
戸
町 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

杉
戸
町
杉
戸
二
丁
目
及
び
杉
戸
三
丁
目
地
内 

四 

作
業
期
間 

 
 

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
五
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
一
月
三
十
一
日
ま
で 

      

埼
玉
県
告
示
第
百
八
十
二
号



告 
 

示 

 
 

 
平
成
二
十
六
年
埼
玉
県
告
示
第
九
百
八
十
三
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
（
出
来
形
確
認
測
量
）

は
、
平
成
二
十
七
年
二
月
六
日
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
鴻
巣
市
か
ら
通
知
を
受
け
た

の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
百
八
十
三
号



告 
 

示 

  
次
の
雨
水
流
出
抑
制
施
設
は
、
埼
玉
県
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
と

認
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

第
二
〇
〇
六
―
二
六
―
三
号 

二 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
区
域 

 
 

埼
玉
県
富
士
見
市
大
字
勝
瀬
字
反
町
六
十
八
番
一 

他
二
百
七
十
一
筆 

三 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
容
量 

 
 

容
量 

六
万
三
千
七
百
八
十
八
立
方
メ
ー
ト
ル 

埼
玉
県
告
示
第
百
八
十
四
号



告 
 

示 

  
次
の
雨
水
流
出
抑
制
施
設
は
、
埼
玉
県
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
と

認
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

許
可
番
号 

 
 

第
二
〇
一
三
―
二
八
―
二
号 

二 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
区
域 

 
 

埼
玉
県
所
沢
市
大
字
中
富
字
月
野
原
千
百
二
十
三 

外
二
十
二
筆 

三 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
容
量 

 
 

容
量 

千
七
百
九
十
四
立
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

浸
透
効
果
量 

〇
・
一
四
〇
七
立
方
メ
ー
ト
ル
毎
秒 

埼
玉
県
告
示
第
百
八
十
五
号



告 
 

示 

 
越
谷
市
か
ら
越
谷
都
市
計
画
公
園
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市

計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
公
園
ス
タ
ジ
ア
ム

課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

埼
玉
県
告
示
第
百
八
十
六
号



告 
 

示 

 
 

 
宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
処

分
に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
聴
聞
を
次
の
と
お
り
公
開
で
行
う
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

聴
聞
の
日
時
及
び
被
聴
聞
者 

二 

聴
聞
の
場
所 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号 

 
 

職
員
会
館 

Ｂ
〇
三
会
議
室 

平
成
二
十
七
年

三
月
十
六
日
午

後
四
時 

平
成
二
十
七
年

三
月
十
六
日
午

後
三
時 

平
成
二
十
七
年

三
月
十
六
日
午

後
二
時 

平
成
二
十
七
年

三
月
十
六
日
午

後
一
時 

聴

聞

の

日

時 

株
式
会
社
マ
ル

コ
工
務
店 

株
式
会
社
ア
シ

ス
ト 

彩
栄
ハ
ウ
ジ
ン

グ
株
式
会
社 

ク
ロ
ー
バ
ー
ネ

ッ
ト
株
式
会
社 

 

被
聴
聞
者
の
商 

号
又
は
名
称 

 

代
表
取
締
役 

 
 

円
子 

雄
一 

 

代
表
取
締
役 

 
 

小
林 

孝
夫 

 

代
表
取
締
役 

 
 

鈴
木 

雄
二 

 
代
表
取
締
役 

 
 

上 
秀
樹 

被
聴
聞
者
の
氏
名
（
法

人
に
あ
っ
て
は
代
表
者

の
氏
名
） 

埼
玉
県
所
沢
市
北
野

南
一
丁
目
二
十
番
地

の
十
三 

埼
玉
県
所
沢
市
小
手

指
町
二
丁
目
十
二
番

地
七 

埼
玉
県
川
越
市
諏
訪

町
十
三
番
地
四 

埼
玉
県
桶
川
市
寿
二

丁
目
十
六
番
四
号 

被
聴
聞
者
の
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地 

 

埼
玉
県
告
示
第
百
八
十
七
号



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

告 
 

示 
 

埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
三
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
七
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

  
 

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
長 

水 

村 

正 

和 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

  
和
光
志
木
線 

  

路 
 

線 
 

名 

朝
霞
市
北
原
二
丁
目
十
六
番
三
地
先
か
ら 

同
市
北
原
二
丁
目
十
六
番
十
二
地
先
ま
で 

(

た
だ
し
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
部
分
に
限

る
。) 

 

供
用
開
始
の
区
間 

 

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
七
日 

供
用
開
始
の
期
日 

平
成
二
十
一
年
八
月
十

四
日
埼
玉
県
朝
霞
県
土

整
備
事
務
所
長
告
示
十

三
号
で
告
示
し
た
道
路

予
定
区
域
の
一
部
供
用

開
始
で
あ
る
。
延
長
八

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル 

 

備  

 

考  



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
二
十
一
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

橘 
 

 

裕 

子 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
二
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
六
〇
〇
五
九
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
四
日 

 
 

川
建
セ
第
二
六
〇
一
五
〇
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島
町
大
字
上
狢
字
前
谷
三
百
八
十
五
番
一
、
三
百
八
十
六
番
一
、
三
百
九 

 
 

十
番
二 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
川
越
市
砂
新
田
五
丁
目
四
番
地
一 

パ
レ
ン
テ
ィ
ー
ア
二
〇
三 

 
 

新
井 

大
介
、
新
井 

真
代 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
二
十
二
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

橘 
 

 

裕 

子 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
一
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
六
〇
〇
六
八
一
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
三
日 

 
 

川
建
セ
第
二
六
〇
一
四
七
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見
町
大
字
一
ツ
木
字
本
村
二
百
四
十
三
番
の
一
部 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
東
松
山
市
沢
口
町
二
十
一
番
地
九 

ミ
ル
メ
ゾ
ン
Ｓ
Ⅱ
二
〇
二 

 
 

関
根 

聡 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
千
十
二
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

内 

藤 

知 

行 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
七
年
一
月
六
日 

 

 
 

指
令
越
建
セ
第
二
六
〇
〇
五
七
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
四
日 

 
 

越
建
セ
第
四
八
三
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
北

飾
郡
杉
戸
町
倉
松
四
丁
目
百
六
十
二
番
一
、
百
六
十
二
番
二 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

東
京
都
西
東
京
市
芝
久
保
町
四
丁
目
二
十
六
番
三
号 

 
 

株
式
会
社 

東
栄
住
宅 

代
表
取
締
役 

西
野 

弘 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
告
示
第
二
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
随
意
契
約
の

相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
下
水
道
事
業
管
理
者 

土 

屋 

綱 

男 
 

 
 

 



１ 購入等件名及び数量 

荒川右岸流域下水道終末処理場 

下水汚泥固形燃料化施設維持管理業務委託  一式 

２ 随意契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

埼玉県荒川右岸下水道事務所 設備担当 埼玉県和光市新倉六丁目１番１号 

３ 随意契約の相手方を決定した日 

平成27年１月９日 

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所 

東芝電機サービス・ＪＦＥエンジニアリング共同企業体 

代表構成員 

東芝電機サービス株式会社 東京都新宿区西新宿二丁目７番１号  

構成員  

ＪＦＥエンジニアリング株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目８番１号 

５ 随意契約に係る契約金額 

固定費に係る委託料 884,680,346円（税込） 

変動費に係る委託料 処理汚泥量１トン当たりの単価 4,432円（税込） 

６ 契約の相手方を決定した手続 

随意契約 

７ 随意契約とした理由 

地方公営企業法施行令第21条の14第１項第８号に該当 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
告
示
第
三
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
随
意
契
約
の

相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
下
水
道
事
業
管
理
者 

土 

屋 

綱 

男 
 

 
 

 



１ 購入等件名及び数量 

荒川上流及び市野川流域下水道維持管理包括委託 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

埼玉県荒川左岸北部下水道事務所 総務・管理担当  

埼玉県行田市長野９５２－１ 

３ 随意契約の相手方を決定した日 

平成27年１月30日 

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所 

環境クリアー・ヴェオリア共同企業体 

代表構成員 

日本環境クリアー株式会社 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地９  

ニッセイ大宮桜木町ビル４階  

構成員  

ヴェオリア・ウォーター・ジャパン株式会社 東京都港区海岸三丁目20番20号 

５ 随意契約に係る契約金額 

1,120,000,000円（税抜き） 

６ 契約の相手方を決定した手続 

随意契約 

７ 随意契約とした理由 

地方公営企業法施行令第21条の14第１項第８号に該当 



 
 
 
 
 

告 
 

示 

 
埼
玉
県
選
管
告
示
第
十
号 

 

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項

第
二
号
（
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
及
び
農
業
委
員
会
等
に
関
す

る
法
律
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
七
十
八
号
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
並
び
に
最
高
裁

判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
百
二
十
二
号
）
に
お
い
て
例
に
よ
る

場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
る
不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
か
ら
、
次
の
と
お
り
所

在
地
の
住
所
表
示
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

滝 

瀬 

副 

次 
 

 
 

 
 

 

  

医
療
法
人
瑞
穂
会 

介
護
老
人
保
健
施
設 

瑞
穂
の
里 

医
療
法
人
瑞
穂
会 

川
越
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
病
院 

医
療
法
人
瑞
穂
会 

城
南
中
央
病
院 

施
設
の
開
設
主
体
及
び
名
称 

新 旧 新 旧 新 旧 

 

埼
玉
県
川
越
市
中
台
元
町
一
丁
目
十
六
番

十
一
号 

埼
玉
県
川
越
市
大
字
今
福
二
七
四
五
番
地 

埼
玉
県
川
越
市
中
台
元
町
一
丁
目
九
番
十

二
号 

埼
玉
県
川
越
市
大
字
今
福
二
七
一
〇
番
地 

埼
玉
県
川
越
市
中
台
元
町
一
丁
目
十
六
番

十
一
号 

埼
玉
県
川
越
市
大
字
今
福
二
七
四
五
番
地 

所 
 

在 
 

地 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
選
管
告
示
第
十
一
号 

 

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
三
日
に
埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
矢
部
操
が
退
職
し
た
の
で
、
地
方
自

治
法
第
百
八
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
者
を
選
挙
管
理
委
員
に
補
欠
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

滝 

瀬 

副 

次 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

住 

所 
 

埼
玉
県
春
日
部
市
上
蛭
田
一
四
―
三
―
一
一
〇 

 

氏 

名 
 

坂 

口 
 

護 



 

告 
 

示 

 

埼
玉
県
監
査
委
員
告
示
第
一
号 

 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
九
十
九
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第

四
項
の
規
定
に
基
づ
き
監
査
を
執
行
し
た
の
で
、
同
条
第
九
項
の
規
定
に
基
づ
く
監
査
の
結
果
に

関
す
る
報
告
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
監
査
委
員 

寺 

山 

昌 

文 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
監
査
委
員 

荒 

井 

伸 

夫 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
監
査
委
員 

鈴 

木 
 

 

弘 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
埼
玉
県
監
査
委
員 

本 

木 
 

 

茂



第１ 監査結果に関する報告 

  １ 定期監査分 

    (１) 監査の実施方針 

     事務の執行について、正確性、合規性はもとより、最少の経費で最大の 

   効果をあげているかという経済性、効率性及び有効性の観点から検証 

 

   (２) 監査の対象事務    

     平成２５年度・平成２６年度における財務に関する事務の執行、経営に 

    係る事業の管理及びその他の事務の執行 

 

   (３) 監査の対象機関  １８０機関 

所管部局 監 査 対 象 機 関 

企画財政部  東京事務所、南西部地域振興センター、北部地域振興センター、秩父地

域振興センター 

総務部 県営競技事務所、さいたま県税事務所、川口県税事務所、上尾県税事務

所、朝霞県税事務所、川越県税事務所、所沢県税事務所、東松山県税事

務所、本庄県税事務所、熊谷県税事務所、行田県税事務所、春日部県税

事務所、越谷県税事務所、自動車税事務所、自動車税事務所大宮支所、

自動車税事務所熊谷支所、自動車税事務所所沢支所、自動車税事務所春

日部支所 

県民生活部 婦人相談センター、男女共同参画推進センター 

危機管理防

災部 

消防学校、防災航空センター 

環境部 中央環境管理事務所、西部環境管理事務所、東松山環境管理事務所、秩

父環境管理事務所、北部環境管理事務所、越谷環境管理事務所、東部環

境管理事務所、環境科学国際センター、環境整備センター 

福祉部 東部中央福祉事務所、西部福祉事務所、北部福祉事務所、総合リハビリ

テーションセンター、精神保健福祉センター、南児童相談所、所沢児童

相談所、熊谷児童相談所、越谷児童相談所、越谷児童相談所草加支所、

埼玉学園 

保健医療部  川口保健所、朝霞保健所、春日部保健所、鴻巣保健所、東松山保健所、

坂戸保健所、熊谷保健所、本庄保健所、衛生研究所、高等看護学院、動

物指導センター、動物指導センター南支所 

産業労働部 計量検定所、産業技術総合センター北部研究所、川口高等技術専門校、

春日部高等技術専門校 

農林部 さいたま農林振興センター、川越農林振興センター、東松山農林振興セ

ンター、秩父農林振興センター、本庄農林振興センター、加須農林振興



 

 

 

 

   

       

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (４) 監査実施日 

          平成２６年１０月３１日～平成２６年１２月２６日 

 

センター、病害虫防除所、川越家畜保健衛生所、熊谷家畜保健衛生所、

農業大学校、農林総合研究センター、農林総合研究センター水田農業研

究所、農林総合研究センター園芸研究所、農林総合研究センター水産研

究所、花と緑の振興センター、寄居林業事務所、農村整備計画センター 

県土整備部  さいたま県土整備事務所、朝霞県土整備事務所、北本県土整備事務所、

川越県土整備事務所、行田県土整備事務所 

都市整備部  大宮公園事務所 

企業局 大久保浄水場、庄和浄水場、行田浄水場、吉見浄水場、水質管理センタ

ー、水道整備事務所 

病院局 循環器・呼吸器病センター、小児医療センター、精神医療センター 

下水道局 荒川左岸南部下水道事務所、荒川左岸北部下水道事務所、中川下水道事

務所 

教育局 北部教育事務所、北部教育事務所秩父支所、東部教育事務所、久喜図書

館、歴史と民族の博物館、さきたま史跡の博物館、嵐山史跡の博物館、

近代美術館、伊奈学園中学校、上尾鷹の台高等学校、上尾橘高等学校、

朝霞西高等学校、伊奈学園総合高等学校、入間向陽高等学校、浦和高等

学校、浦和北高等学校、浦和西高等学校、大宮武蔵野高等学校、小川高

等学校、桶川西高等学校、春日部高等学校、春日部工業高等学校、川口

高等学校、川口北高等学校、川口工業高等学校、川口青陵高等学校、熊

谷女子高等学校、越ヶ谷高等学校、越谷北等学校、越谷総合技術高等学

校、越谷西高等学校、越谷東高等学校、越谷南高等学校、児玉高等学校、

児玉白楊高等学校、志木高等学校、戸田翔陽高等学校、豊岡高等学校、

滑川総合高等学校、新座総合技術高等学校、新座柳瀬高等学校、鳩ヶ谷

高等学校、深谷高等学校、富士見高等学校、ふじみ野高等学校、松伏高

等学校、松山高等学校、松山女子高等学校、妻沼高等学校、与野高等学

校、寄居城北高等学校、和光国際高等学校、蕨高等学校、川口特別支援

学校、熊谷特別支援学校、越谷特別支援学校、特別支援学校さいたま桜

高等学園、特別支援学校羽生ふじ高等学園、東松山特別支援学校、本庄

特別支援学校、和光特別支援学校、和光南特別支援学校 

警察本部 浦和東警察署、浦和西警察署、大宮西警察署、蕨警察署、川口警察署、

武南警察署、朝霞警察署、草加警察署、東入間警察署、所沢警察署、西

入間警察署、東松山警察署、小川警察署、本庄警察署、児玉警察署、熊

谷警察署、深谷警察署、寄居警察署、越谷警察署、幸手警察署、吉川警

察署 



   ２ 監査の結果 

   ア 指摘事項 

 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理並びに事務の執行（以下

「事務事業の執行等」という。）が、次の各号のいずれかに該当すると認められ

るもの。 

ア）事務事業の執行等に重大な誤りがあったため、当該事業の是正や今後の改

善が必要と認められるもの。 

イ) 事務事業の執行等において、その効果が極めて不十分なため抜本的な改善

が必要と認められるもの。 

  

   イ 注意事項 

     事務事業の執行等が次の各号のいずれかに該当すると認められるもの。 

ア) 事務事業の執行等に誤りがあったため、当該事務の是正や今後の改善が必

要と認められるもの。 

イ) 事務事業の執行等において、その効果が不十分なため一層の改善、工夫が

必要と認められるもの。 

 

     監査において指摘事項又は注意事項として認められたものは、次のとおりで 

    あった。 

 

ア 指摘事項  

機関・職制名 監 査 の 結 果 

警察本部 幸手警察署  平成 24 年度及び平成 25 年度（上半期）の幸手警察

署幸手東交番敷地の賃借について、土地賃貸借契約書

を作成せずに賃料を支出していたことは不適切であっ

た。 

 

イ 注意事項 

機関・職制名 監 査 の 結 果 

総務部 自動車税事務所  平成 25 年度の「ハガキ印刷代」（37,170 円）につい

て、相手から請求された日から 15 日以内に支払わなけ

ればならないところ、91 日間超過したことは不適切で

あった。 

農林部 川越農林振興セ

ンター 

 平成 25 年度の「西名栗線森林管理道開設工事」

（12,883,500 円）及び「川角ほか里山・平地林再生工

事」（3,470,250 円）について、当初契約に追加工事の

必要が生じ、その額が当初契約の請負額の３割を超え



たため別途契約とした。当初工事と一体不可分との理

由で当初請負業者と随意契約を締結したことは、不適

切であり、その結果として、変更契約であれば使用す

る請負率で調整した場合の工事費と比べ過大な契約額

となった。 

農林部 加須農林振興セ

ンター 

 平成 26 年度の加須農林振興センター「避難口誘導灯

交換工事」（81,378 円）について、契約内容の一部であ

る消防法に基づく届出の履行確認前に支出していたこ

とは不適切であった。 

都市整備部 大宮公園事務所  平成 26年３月に行った公益財団法人埼玉県公園緑地

協会に対する行政財産使用許可に基づく使用料

（5,209,596 円）について、平成 26 年 11 月まで調定、

収納手続きが遅れたことは不適切であった。 

企業局 吉見浄水場  平成 25 年度の吉見浄水場における「薬注・沈でんろ

過池等電気計装設備点検業務委託」（5,722,500 円）及

び「非常用発電機設備点検業務委託」（1,239,000 円）

について、一部の業務の再委託を書面によらず承諾し

ていたことは不適切であった。 

警察本部 東松山警察署  平成 25 年度の「東松山警察署空調設備保守業務」

（945,000 円）について、一部業務の再委託を書面によ

らず承諾していたことは不適切であった。 
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１ 監査の結果「注意」とした事項 

対 象 機 関 
監査結果の公表年月日

（県報の号数） 
監 査 の 結 果 講 じ た 措 置 

企業局 地域整備

事務所 

平成 26年 12月 12日 

（第 2654 号） 

平成 25 年度の幸手中央地区産業団地整備事業における予算

執行のうち「電気通信線路移設補償契約」２件（1,205,100 円

及び 69,230,800 円）について、完了の確認を完成の通知を受

けた日から 10 日以内に行わなければならないところ、10 日を

超えた日に行ったことは不適切であった。 

再発防止のため、監査結果を職員に周知するとともに、完成の

通知を受理した際には、当該通知に「完了確認予定日」を記載し

て上司に報告することとした。 

また、検査完了までの進捗管理を確実に行うためチェックシー

トを作成し、チェック機能を強化した。 

教育局 和光高等

学校 

平成 26年 12月 12日 

（第 2654 号） 

平成 25 年度の業務用クリーナー（57,120 円）、拡声器（59,850

円）について、近接した期日で、それぞれ２回に分割して、同

一業者から購入していた。総額が 10 万円を超えているにも関

わらず、その都度、同一業者１者のみの見積書により購入して

いたことは不適切であった。 

 再発防止のため、朝会等を通じて監査結果を全教職員に周知す

るとともに、計画的かつ効率的な予算執行について周知徹底し

た。 

 また、財務事務を担当する職員に対し、埼玉県財務規則等関係

法令を遵守し、適切な財務事務の執行に努めるよう指導した。 

 具体的には、物品購入の際は、関係教職員と購入内容、時期、

数量、調達方法について密接な連絡調整を行うことにより、計画

的かつ効率的な執行を確保するとともに、出納総務課作成のチェ

ックシートを活用することにより、複数の職員による確認を行う

などチェック体制の強化を図った。 

 更に、業務処理状況一覧を作成し共有することで、業務の整理

と見える化を図り、組織的な管理体制を整備した。 
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